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 「靴底システム」の特許の提案は、靴底及び自転車ペダルにマグネットを設

定し、主にビンディングシステムでの、暗がりでの装着性の改善」に端を発し

ています。 

 特許の文面にも「本発明の自転車ペダル及び靴底は、ビンディングペダル及

びビンディングシューズにも適用できる」と記載しています。 

 

 
 

＜技術内容＞ 

自転車やボートのペダルと靴底の両方に、取り付け取り外しが可能な永久磁

石を設定し、暗がりでの素早い正確な位置決め、雨天での滑り防止が可能にな

る他、足を持ち上げる動作時にも、ペダルが追従し、疲れにくい自転車走行シ

ステムが構築でき、輸出を含めた他社の追従を許さない独占が可能と考えてお

ります。（ビンディングシューズでも使用可で、ジムで使用のトレーニング用

の自転車システムでも有用と考えています。） 

１．ビンディングシステムは、暗がりで装着しづらいので、 

装着しやすくなる改善として、強マグネットを設定する。 

「靴底システム」特許提案の概要 
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 従来のビンディングシステムでは、暗がりで装着しづらい、また外れにくく、

転倒時に危険であるとい課題があるので、着脱が簡便で安価な、またホルダー

に対してマグネットの位置の異なる「マグネットユニット」を複数用意してお

き、個人に合致した最適位置調整が簡便に行われる。 

 
 

 ビンディングシステムから強力マグネットシステムに変えることで、暗がりで

の装着性が増し、構造が単純化されるので、大幅なコストダウンとなる。 

 

 また、靴底にマグネットを設定する効果として、以下の 7 項目の効用があり、

特に６項は、急激に目が悪くなった（盲目の経験がない）人達には朗報です。 

 

２．初心者には扱いづらく危険なビンディングシステムから、 

 簡便で安全で低コストの「強マグネットシステム」への転換 

名称案マグクリート 
（MAGCLEAT） 
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＜特許情報＞ 

 https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7641063 
 

  

 

  ガーデンフィールド株式会社（以下「甲」という）と株式会社〇〇〇〇

（以下「乙」という）とは、以下のとおり特許使用許諾契約を締結する。 

 

第１条（目的） 

甲は、甲の所有する特許: https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7641063の

技術を応用した商品群をつくり、該商品群の売り上げ実績の 1％を特許対価

として定め、甲と乙とで 50％ずつ折半することを許諾する。 

第２条（期間） 

本契約の有効期間は 2025年７月１日～45年 3月 31日の約 20年間とする。 

第３条（特許：https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7641063 の主な用途） 

暗がり等での自転車やボート等の「ビンディングシステム」での靴先の装着

をスムーズにし、また、一般自転車での漕ぎ始めの時に、暗がりでの足の位置

を疲れにくい位置に素早く設定し、また雨の日にペダルに対し、靴底が滑りに

くくなる効果がある。 

（マグネットの磁力＝自転車停止時に靴をペダルから離すのには支障がない） 

第４条（本特許対価の流れ） 

乙は、月ごとの該特許を応用した商品群の売り上げの１％を特許対価として 

設定し、該売り上げの成立した翌月の 10日までに、その 50％を甲に支払うこ

とを条件とする個別契約書を作成する。 

 また、乙は該個別契約書に基づき得られた振込金額の半分が、以下に示す甲

の口座に振り込まれるように設定する。 

       ＜振込先＞  横浜銀行 溝口支店 ８２５ ０４３９１

７８  ヒロタ ユウジ 

第５条（契約内容の変更について） 

甲と乙とが合意をすれば、契約内容の変更や契約解除ができる。 

以上、本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各記名押印の

うえ、各１通を保有する。 

令和７年４月 30日 

        

 甲（住 所） 神奈川県川崎市宮前区けやき平 1番 33－503 

  （社 名） ガーデンフィールド株式会社 

      代表取締役 廣田 祐次     印 

         

 乙（住 所） 

       （社 名）        

                  印    

 

特許使用許諾契約書（案） 

https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7641063

